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参 考 資 料 

1. 土地の売却価格又は貸付料 

土地の売却価格又は貸付料は、後利用事業者との協議に基づいて決定した事業用地の敷地形状

や事業期間等を踏まえ、県・市が指定する不動産鑑定士による不動産鑑定評価等※１を行い、決定

していきます。

土地売却方式と定期借地方式の参考概算額を以下に示します。

なお、参考概算額は、県・市が定めた仮定条件に基づく調査結果を参考に定めたものであり、

実際の土地売却価格と貸付料を担保するものではありません。提案にあたっては、必要に応じて

応募者が不動産鑑定評価等を実施し、適切な価格を見込んでください。

※1 選手村整備を含む後利用事業の開発時期や収益性、組織委員会からの建物賃借料収入などを踏

まえるものとします。

【前提条件】 

 以下の条件を前提としている。 

 なお、実際の契約締結時には、前提条件及び価格・貸付料が異なる場合がある。 

 ・関連事業が完了、又は同時に進捗しており、土地利用に支障がない。 

 ・後利用事業の土地の位置・形状、建物の概要や選手村に関する施工区分等の協議が終了し

ている。 

 ・土壌汚染・埋蔵文化財・地下埋設物・残置物及び土地区画整理の換地処分による清算金、 

及び本枠内に記載したもの以外の本件事業の個別性に起因する要因は考慮しない。 

 ・令和 2(2020)年 1 月 1 日時点の更地価格又は新規地代を査定した。 

【想定した土地（標準地）の概要】 

①  賑わいゾーンの土地 

・東西 200m・南北 100m・規模 20,000 ㎡、北側が基盤整備後の東海通に等高に接面。 

・後利用施設①の敷地とする場合は、大会前に躯体・外壁工事等を行い、選手村施設（選

手サービス施設）として賃貸する。 

・大会後は、内装工事等を行い、商業施設の敷地として利用。 

 ・定期借地方式の場合、事業用定期借地権、契約期間 30年間、保証金は支払地代 12 ヵ 

  月分。 

② 住まいゾーンの土地及び学びゾーンの土地 

・後利用施設①の敷地とする場合は、大会前に躯体・外壁工事等を行い、選手村施設（宿

泊施設）として賃貸する。 

〔売却方式〕 

・東西 100m・南北 70m・規模 7,000 ㎡、西側が基盤整備後の既存道路に等高に接面。 

・大会後は、内装工事等を行い、分譲マンション(世帯)の敷地として利用。 

〔定期借地方式〕 

・東西 30m・南北 50m・規模 1,500 ㎡、西側が基盤整備後の既存道路に等高に接面。 

・大会後は、内装工事等を行い、賃貸マンション(単身用)の敷地として利用。 
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・一般定期借地権、契約期間約 51年間、保証金は支払地代の 12ヶ月分。 

【想定スケジュール】 

以下の想定スケジュールを条件とした。 

 （後利用施設①の敷地とする場合） 

 ①賑わいゾーンの土地

0月 契約締結、契約保証金の支払い 

0 月～40 月 基本設計、実施設計、施工計画、組織委員会との協議 

41 月～48月 大会前新設工事、仮使用認定・建物賃借料の受領(48 月末) 

49 月～61月 選手村一時使用（組織委員会への建物賃借）、 

後利用施設の修繕費、建物公租公課、火災保険料の負担 

62 月～ 〔売却方式〕 

土地代金の決済、所有権移転、土地公租公課の負担、大会後新設工事 

〔定期借地方式〕 

保証金の支払い、土地の引き渡し、地代の支払い、大会後新設工事 

②住まいゾーン・学びゾーンの土地〔売却方式〕 

0 月 契約締結、契約保証金の支払い 

0 月～28 月 基本設計、実施設計、施工計画、組織委員会との協議 

29 月～48月 大会前新設工事、仮使用認定・建物賃借料の受領(48 月末) 

49 月～61月 選手村一時使用（組織委員会への建物賃借）、 

後利用施設の修繕費、建物公租公課、火災保険料の負担 

62 月～ 土地代金の決済、所有権移転、土地公租公課の負担、大会後新設工事 

③住まいゾーン・学びゾーンの土地〔定期借地方式〕 

0 月 契約締結、契約保証金の支払い 

0 月～36 月 基本設計、実施設計、施工計画、組織委員会との協議 

37 月～48月 大会前新設工事、仮使用認定・建物賃借料の受領(48 月末) 

49 月～61月 選手村一時使用（組織委員会への建物賃借）、 

後利用施設の修繕費、建物公租公課、火災保険料の負担 

62 月～ 保証金の支払い、土地の引き渡し、地代の支払い、大会後新設工事 

（後利用施設②の敷地とする場合） 

0 月 契約締結、契約保証金の支払い 

0 月～61 月 基本設計、実施設計 

62 月～ 〔売却方式〕 

土地代金の決済、所有権移転、土地公租公課の負担、大会後新設工

事 

〔定期借地方式〕 

保証金の支払い、土地の引き渡し、地代の支払い、大会後新設工事 
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【売却方式の参考概算額】 

① 賑わいゾーンの土地 

後利用施設①の敷地とする場合の標準地の参考概算額（売却）：約 72,000 円/㎡ 

後利用施設②の敷地とする場合の標準地の参考概算額（売却）：約 81,000 円/㎡ 

② 住まいゾーンの土地及び学びゾーンの土地 

後利用施設①の敷地とする場合の標準地の参考概算額（売却）：約 36,000 円/㎡ 

後利用施設②の敷地とする場合の標準地の参考概算額（売却）：約 54,000 円/㎡ 

【定期借地方式の参考概算額】 

① 賑わいゾーンの土地 

後利用施設①の敷地とする場合の標準地の参考概算額（貸付料）：月額 約 300 円/㎡ 

後利用施設②の敷地とする場合の標準地の参考概算額（貸付料）：月額 約 320 円/㎡ 

② 住まいゾーンの土地及び学びゾーンの土地 

後利用施設①の敷地とする場合の標準地の参考概算額（貸付料）：月額 約 100 円/㎡ 

後利用施設②の敷地とする場合の標準地の参考概算額（貸付料）：月額 約 190 円/㎡ 

次に土地利用ゾーンを示します。

【土地利用ゾーン】

※愛知県・名古屋市「第２０回 アジア競技大会選手村後利用基本構想」（2020 年 3 月）より
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2. 選手村整備の概要 

（１）選手村整備スキーム 

  メイン選手村の整備にあたっては、後利用施設を大会時に選手村施設として一時使用すると

ともに、不足する選手村施設は仮設で整備することを予定しています。

そのため、選手村として活用できる後利用施設（後利用施設①）は大会前に整備し、大会時

は組織委員会が一時使用します。

一方、選手村として活用できない後利用施設（後利用施設②）及び選手村に活用できない付

帯施設等は、選手村の仮設建築物の敷地確保のために、大会後の整備になります。

＜選手村整備のスキーム＞

１）後利用施設①の選手村仕様工事・選手村仕様解体工事※2等 

組織委員会は後利用施設①を選手村として使用するために必要に応じて選手村仕様工事を

行います。効率的に選手村整備を行うため、後利用事業者が整備した後利用施設①を選手村

施設として、そのまま活用する場合や、躯体の状態まで整備を行い、組織委員会側で選手村

仕様の内装等の整備を行う場合などが考えられます。 

選手村として一時使用を開始するのは、令和 8（2026）年 4月からを予定しており、選手村

に関連する工事は、令和 8（2026）年 3月末までに完了する必要があります。また、大会後に

は選手村仕様及び選手村仮設建築物の解体・除却を、令和 9（2027）年 4月までに行う予定で

す。 

これらの工事に係る工事工程や施工区分を含めた具体的な内容について、契約候補事業者

と協議させていただきます。 

※2 組織委員会の費用負担で行う選手村仕様工事を行った部分の解体工事、清掃

２）後利用施設①の一時使用に係る貸借 

後利用施設①の一時使用にあたり、組織委員会は後利用事業者へ選手村一時使用による建

物賃借料を支払います。建物賃借料は、建設される建物の規模や用途などを基に組織委員会

が指定する不動産鑑定士による不動産鑑定評価等に基づき、組織委員会が協議の上決定する

ものとします。 

後利用施設①の一時使用に係る賃借料の参考概算額を以下に示します。 
 A サービス施設の建物賃借料(概算)        月額 約 1,000 円/㎡ 

   B 宿泊施設の建物賃借料(概算)         月額 約 46,000 円/戸 
   C 宿泊施設の建物賃借料(概算)         月額 約 30,000 円/戸 
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   A は、賑わいゾーンにおける商業施設(延床面積 10,000 ㎡)を想定しています。B及び Cは、

住まいゾーン・学びゾーンにおける共同住宅で、B は世帯用約 75 ㎡/戸、C は単身用約 30 ㎡

/戸を想定しています。 

   後利用事業者は大会前工事として、後利用施設①の躯体・外壁等を整備し、組織委員会は

当該躯体・外壁等の全体を有償で一時使用します。なお、土地は無償で組織委員会へ転貸し

ていただきます。 

参考概算額は、県・市が類似物件の賃貸借における家賃水準等を考慮して概算したもので

あり、実際の賃借料を担保するものではありません。提案にあたっては、必要に応じて応募

者が不動産鑑定評価等を実施し、適切な価格を見込んでください。 

３）選手村仮設施設工事・選手村仮設外構工事※3

  後利用施設①で不足する選手村施設は仮設で整備することを予定しており、後利用施設①

の事業用地内に仮設施設を建設することとなります。 

   組織委員会は、選手村仕様工事、選手村仮設施設工事、選手村仮設外構工事を令和 8（2026）

年 3月末までに工事を完了するものとしますので、後利用事業者と工事工程等の協議 調整が

必要となります。 

※3 選手村として必要な外構を整備する工事(フェンスや舗装等)

  メイン選手村の整備規模や内容については、後利用事業者の提案を前提に、今後、大会の主

催者である OCA（アジア・オリンピック評議会）との協議を始め、実施競技や競技会場の決定、

選手村の分散計画などにより、決定していく予定です。



選手村機能のイメージ【過去大会を参考に作成】

メディア関連諸室【0㎡】

パブリックゾーン【建物 約 1,970 ㎡＋屋外施設 約 4,850 ㎡】

レジデンシャルゾーン【宿泊棟 約 197,790 ㎡（16,490 人分）＋建物 約 10,690 ㎡】 

共用棟【約 4,430㎡】

アクレディテーション※２センター
ゲストパスセンター【約600㎡】

車
両
入
口

インターナショナルゾーン【建物 約 15,230 ㎡＋屋外施設 約 1,290 ㎡】

旗広場【約 540 ㎡】 アジアンゲームズパーク【約750㎡】 

※選手村宿泊者のほか、NOC関係者などのゲストが利用できるゾーン。

※選手村宿泊者のみが利用できるゾーン。
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物流拠点【約130 ㎡】 
※ジャカルタでは敷地外にも 
確保(約 17,500 ㎡) 

・窓口
・待機スペース
・オフィス
・滞留スペース

メインダイニングホール
【約10,280 ㎡】

・客席
・手荷物預かり所
・厨房
・倉庫
・VIPラウンジ等

NOC※３サービスセンター・インフォメーシ
ョンセンター【約560 ㎡】

娯楽・便益施設【約 1,630 ㎡】 その他【約 2,760㎡】

・案内窓口
・輸送窓口
・団長室会議

・コンビニ、土産物
・ATM、両替
・郵便局
・ヘアサロン
・マッサージ等

・礼拝施設
・計量室
・事務室
・会議室

宿泊棟に近接している方が望ましい

宿泊棟【約 197,790 ㎡ (16,490 人分)】 その他【約 6,260 ㎡】
宿泊室※１
・選手・チーム役員

14,532人分
174,384㎡
4,844戸

・スタッフ
1,950人分
23,400㎡
650戸

・ハウスキーピング関連諸室
・NOC関連諸室
・NOC会議室
・セルフランドリ―

・ドーピングコントロールステーション
・フィットネスセンター
・ポリクリニック

歩行者セキュリティ 
チェック【約490㎡】 

その他【約 750㎡】 
・運営諸室
・ボランティア等休憩スペース

セ
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ュ
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ベ
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選手村外縁部に設置
することが望ましい

アクレディテーションカードのチェック

※１：ジャカルタ大会の宿泊室は、集合住宅方式 7棟 5,494 戸。1戸あたり 36㎡を 3名で使用。 
   宿泊室の 7棟 5,494 戸は、24階建 650 戸が 3棟、32 階建 886 戸が 4棟から構成される。 

〇ジャカルタ大会は選手村敷地 9.8haに選手・チーム役員
約 13,000人が滞在

アクレディテーションカードのチェック

過去大会における選手村の例【2018年ジャカルタ大会の面積】

0513_1200作成

車両セキュリティチェック【約 450㎡】 

※２：アクレディテーションカード：資格認定証 

※３：NOC：各国オリンピック委員会（National Olympic Committee） 

※選手村宿泊者（選手・チーム役員）やスタッフなど選手村を訪れる全ての人・
車両が最初に利用するゾーン。セキュリティチェックを行い、アクレディテー
ションカードを持つ者以外は立入禁止。

動
線

機
能歩行者 車両

屋外施設
セキュリティフェンス

歩車分離が望ましい トランスポートモール
【約4,400 ㎡】 
・車両乗降場、待機スペース 
※ジャカルタでは敷地外にも確保(約 7,600 ㎡)

参－6


